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第１章  庁舎整備検討の背景 

 
1 庁舎整備検討の経緯 

 

旭川市総合庁舎は，昭和３３年１０月, 当時の建築技術の粋を集めた近代建築

として建設され，以来，赤れんが庁舎として永らく市民に親しまれてきましたが，

築後５０有余年を経た現在では老朽化，狭隘化が著しい状況にあります。 

また，平成９年に実施した耐震診断では耐震性に問題があることが判明し，万

一の大地震の際，どのようにして人命の安全を確保し，行政機能を維持するかな

どの対策も喫緊の課題となっていましたが，平成２３年３月１１日の東日本大震

災により，こうしたことが現実の問題として改めて認識されたことから，同年７

月に庁舎整備検討委員会を設け，検討を進めてきました。 

平成９年以降の，主な経過は以下のとおりです。 

 

平成９年 総合庁舎の耐震診断の実施 
  耐震性に問題がないとされるＩｓ値（構造耐震指標）０．６を大きく下回り

ました。（Ｉｓ値 高層棟３階：0.004，塔屋最上階：0.288） 

※「総合庁舎耐震診断調査委託（受託者：㈱柴滝建築設計事務所）」平成 9 年 9

月 30 日完了 

    ▼ 

平成１０年 庁舎建設整備基金の設置 
  想定事業費２００億円の 2 分の 1 である１００億円を目標としました。 

  平成 26 年度末積立見込額 約 13 億 4 千万円  

    ▼ 

平成２３年３月 東日本大震災の発生 
多くの人命が奪われ，また多くの建物が損壊し，各行政機能にも甚大な被害が

生じ，行政の中枢施設であり，災害対策や復旧時の拠点施設でもある庁舎の重要

性から，改めて，本市総合庁舎の耐震性の問題について議会で論議されました。 

▼ 

平成２３年７月 庁舎整備検討委員会の設置 
庁舎整備のあり方について検討を行うため，庁内６部長を委員とした内部検討

組織を設置しました。 

    ▼  

1 
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平成２５年１月 庁舎整備検討委員会の最終報告 
耐震性の問題のほか，老朽化，狭隘化，分散化等の課題解決に向けては，庁舎

を建て替えることによって解決することが適当としました。 

・規模：２万㎡～２万５千㎡の想定 

（現総合庁舎，第三庁舎，朝日生命ビル，ジブラルタ生命ビル（現セントラ

ル旭川ビル）を集約） 

・場所：現総合庁舎敷地及びその周辺 

    ▼ 

平成２５年７月 庁舎整備検討市民懇話会の設置 
市民意見を幅広く集約するため，学識経験者や市内各団体，公募市民など１７

名で構成される市民懇話会を設置しました。 

    ▼ 

平成２５年１０月 庁舎整備に関する市民アンケートの実施 
市民３千人を対象に，庁舎建替えの是非や建設場所，庁舎に望む機能等を調査

しました。 

    ▼ 

平成２６年５月 庁舎整備検討推進委員会の設置 
市民懇話会や市民アンケートでの意見を踏まえ，より具体的な庁舎整備につい

ての検討を進めるため，庁議の部会として，副市長を委員長とする検討推進委員

会を設置しました。 

    ▼ 

平成２６年９月 庁舎整備に係る議会棟のあり方の検討について市議会に依頼 
庁舎を整備するとした場合の議会棟のあり方について，市議会に検討を依頼

し，平成２６年１２月に検討結果を受領しました。 
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第１章  庁舎整備検討の背景 

 

2 平成２６年度における庁舎整備の検討 
 

平成２５年１月の庁舎整備検討委員会 終報告における庁舎建替えの方向性を

踏まえ，平成２５年度に庁舎整備検討市民懇話会や市民アンケートを実施した結

果，庁舎の建替えについては，概ね肯定的な意見でありましたが，庁舎の規模や

建替場所については，様々な意見がありました。 

平成２６年度は，こうした市民意見を踏まえ，より具体的な庁舎整備について

の検討を進めるため，庁議の部会として，副市長を委員長とする検討推進委員会

を設置するとともに，職員で組織する作業部会や複数のワーキンググループにお

いて，庁舎に求められる機能や役割，想定される規模を検討し，建設候補地や想

定される整備パターン，事業手法別の概算事業費などをシミュレーションし，基

本構想策定に向けた検討のたたき台となる本資料をまとめました。 

 

 

■【組織体制図】  

事務局：総務部管財課 

庁舎整備検討推進委員会 

庁   議 

作業部会 

規模・場所 
ワーキンググループ

事業手法・財源 
ワーキンググループ 

機能・役割 
ワーキンググループ 
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■【組織体制】 
 

名称 組織構成 

 
庁舎整備検討推進委員会 

委員長：副市長 

委 員：総合政策部長，地域振興担当部長， 

総合計画担当部長，総務部長， 

行政改革担当部長，防災安全部長， 

都市建築部長 

 
作業部会 

部会長：総務部長 

部会員：政策調整課長，財政課長，政策推進課長， 

総合計画課長，総務課長，人事課長， 

行政改革課長，防災課長， 

都市計画課長，公共建築課長，設備課長 

 

 

機能・役割 

ワーキンググループ 

座 長：行政改革課長 

委 員：下記所属職員及び部会員が推薦する職員 

会計課，秘書課，総務課，管財課，人事課， 

職員厚生担当，行政改革課，情報政策課， 

防災課，税制課，市民生活課，福祉保険課， 

子育て支援課，保健総務課，環境政策課， 

公共建築課，設備課，消防本部総務課， 

教育政策課，水道局総務課総務課， 

 (オブザーバー)議会事務局総務調査課 

 

 

規模・場所 

ワーキンググループ 

座 長：政策推進課長 

委 員：下記所属職員及び部会員が推薦する職員 

政策調整課，政策推進課，総合計画課， 

人事課，行政改革課，都市計画課， 

北彩都事業課，公共建築課，土木建設課 

 

 

事業手法・財源 

ワーキンググループ 

座 長：政策調整課長 

委 員：下記所属職員及び部会員が推薦する職員 

政策調整課，政策推進課，総合計画課， 

財政課，契約課，都市計画課， 

公共建築課，設備課 
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3 庁舎の現状 
 

現在の総合庁舎は，昭和３３年に建築されましたが，人口増加に伴う行政需要

の高まりなどから，何度かの増築改修を行っており，昭和５８年には，第二庁舎

（旭川振興公社ビル）が竣工しました。 

その後，永山に移転した旧上川支庁（現上川総合振興局）庁舎を改修し，平成

１２年に第三庁舎として使用を開始し，現在に至っています。 

 

■【庁舎の配置状況】 
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■【各庁舎の概要】 
 

№ 名 称 
建築年 

(供用) 

延床面積 

（㎡） 

在籍者数 

（人） 
耐震性 

① 

 
総合庁舎 

S33（S33） 12,276.19 694 否 

（主な配置部局） 

市民課，国民健康保険課，会計課，市民生活課，市民活動課，税制課，

市民税課，納税課，資産税課，介護高齢課，秘書課，行政改革課， 

広報広聴課，管財課，人事課，情報政策課，契約課，総務課， 

環境政策課，政策調整課，政策推進課，財政課，議会事務局 

② 第二庁舎 

S58（S58） 10,760.58 627 適 

（主な配置部局） 

消防本部，障害福祉課，子育て相談課，健康推進課，保健指導課， 

福祉保険課，生活支援課，保護第 1～３課，保健総務課，指導監査課， 

子育て支援課，こども育成課，選挙管理委員会 

③ 第三庁舎 

S35（S35） 6,043.80 325 否 

（主な配置部局） 

管財課，交通防犯課，スポーツ課，土木総務課，土木管理課，用地課，

土木建設課，公園みどり課，工事検査課，監査事務局，住宅課， 

都市計画課，建築指導課，経済総務課，北彩都事業課，公共建築課， 

設備課，衛生検査課 

④ ５条庁舎 
S48（S63） 1,489.66 2 診断未実施 

（主な配置部局）総務課書庫，(財)勤労者共済センター 

⑤ 
セントラル 

旭川ビル 

H 元（H2） 881.95 110 適 

（主な配置部局） 

学務課，教育指導課，教育政策課，学校保健課，文化振興課， 

社会教育課 

⑥ 
朝日生命 

旭川ビル 

S54（H9） 932.91 71 適 

（主な配置部局） 

農政課，農業振興課，農林整備課，農業委員会事務局 

 計 
 

32,385.09 1,829 
 

※在籍者数：平成 26 年 4 月 1 日現在(正職員，再任用職員，臨時・嘱託職員の合計) 
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4 庁舎整備の必要性 

 

（１）耐震性の不足 

平成９年に実施した総合庁舎の耐震診断では，建物の耐震性能を表すＩｓ値（構

造耐震指標）が０．００４～０．２８８という結果であり，震度６強以上の地震

によって倒壊する危険性が高いとされ，耐震性が著しく不足しています。 

また，平成２６年度に実施した第三庁舎（昭和 35 年建築）の耐震診断でも，

Ｉｓ値の最も低いところで０．１３という結果が出ています。 

庁舎整備検討委員会における総合庁舎耐震化の検討では，耐震改修工法では所

要の耐震性能を確保することができず，免震改修や制震改修工法では，耐震性を

確保することは可能であるが，執務スペースが分断され，狭隘化が一層進行する

など，庁舎の現行機能を維持することができないおそれがあるほか，庁舎老朽化

が進んでいる状況では，設備改修の費用が必要なことなどから，耐震補強では庁

舎機能の維持ができないとの判断に至っています。 

 

◆構造耐震指標（Ｉｓ値） 

建物の耐震性能を表す指標。Is 値が大きければ大きいほど耐震性が高いと判断

されます。 

 

Is 値が 0.6 以上 
震度６強から７程度の地震の振動や衝撃に対し， 

倒壊または崩壊する危険性が低い 

Is 値が 0.3 以上 0.6 未満 
震度６強から７程度の地震の振動や衝撃に対し， 

倒壊または崩壊する危険性がある 

Is 値が 0.3 未満 
震度６強から７程度の地震の振動や衝撃に対し， 

倒壊または崩壊する危険性が高い 

 

（２）分散化 

昭和３３年に建築された総合庁舎は，築後５０年以上を経て，老朽化，狭隘化

が進み，現在では，第二庁舎，第三庁舎のほか，民間賃貸ビルを含め６か所に分

散しており，市民サービスの低下につながるとともに，行政事務の効率化が図り

にくい状況にあります。 
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（３）狭隘化 

庁舎内は，市民へのサービス提供空間が狭く，総合庁舎の１・２階以外には待

合スペースがなく，混雑時には廊下にベンチや席を設置して対応している状況が

あり，また職員の執務空間としても，書類や備品類の適切な保管スペースの確保

が困難な状況にあります。 

他にも，庁舎内には会議室が少なく，会議や作業を行う場所が確保しにくい状

況にあるほか，税の申告などの会場として利用できるスペースが庁舎内にはほと

んどない状況です。 

 

（４）老朽化 

鉄筋コンクリート建物の耐用年数は，５０年とされていますが，総合庁舎は既

に５０年以上経過しており，建物の基礎，外壁，床のひび割れや歪み，天井から

の雨漏り，暖房や給排水設備の経年劣化など，建物，設備とも老朽化が著しく，

今後，老朽化に対応するための維持補修に多くの経費がかかることが想定され，

部分的な修繕による延命化も限界が近いと考えられます。 

 

（５）災害発生時に必要な機能の不足 

総合庁舎は，耐震性が不足している以外にも，必要な物資を備蓄しておく場所

や，非常用発電装置等の設備においても災害時の機能が十分に確保できていない

状況にあります。 
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第２章  庁舎整備に向けた基本的な考え方 

 

1 基本的な考え方 
 

本格的な少子高齢・人口減少社会の進行や地域コミュニティの衰退，地域経済

活力の低下など，市民生活を取り巻く環境が大きく変化しており，こうした変化

に伴う課題や新たな需要に対応することが行政には求められており，これからの

庁舎には，届出などの必要な手続きを行う窓口や，職員の執務空間としての機能

だけではなく，市民がもっと身近に，日常的に行政サービスを利用することがで

き，また，多様な市民活動を支援し，市民交流を図ることで，市民や住民組織，

ＮＰＯなど，多くの人々が集い，賑わい，親しまれるとともに，まちづくりの中

心としての役割を担う必要があると考えています。 

こうしたことから，庁舎整備に向けた目指すべき基本的な考え方を「市民で賑

わい，親しまれるシビックセンター」としました。 

 

 

2 庁舎の役割と整備の基本的な方向性 
 

庁舎には，市民生活に関わる公的なサービスや支援を提供する行政の中核的な

役割とそうした事務を担う組織・職員にとっての執務空間としての基礎的な役割

がありますが，それら以外にも，災害時の防災拠点として市民の安全を守る役割

や環境への取組を先導する役割などがますます重要となっています。 

庁舎整備の検討に当たっては，そうした庁舎の役割と目指すべき基本的な方向

性を整理しました。 

  

9 

 



 
第２章  庁舎整備に向けた基本的な考え方 

 

 

 
庁舎は，市民を始めとした来庁者に対して，利用しやすく質の高いサービスを

提供することが必要です。 

 

■【基本的な方向性１】 「利用しやすい庁舎」 

行政窓口を集約し，民間窓口サービスと連携するなど，市民サービスを複合

的に提供するとともに，相談機能の充実や庁舎へのアクセス性の向上を図るこ

とで誰もが分かりやすく利用しやすい庁舎 

 

■【基本的な方向性２】 「親しまれる庁舎」 

市民の主体的な活動を支える機能のほか，様々な市民の交流が図れるような

機能，また，利用する市民にとって便利な機能も備え，市民が気軽に足を運ぶ

ことができる，明るく開放的な親しまれる庁舎 

 

 
庁舎は，まちづくりの中心的な役割を担うことが必要です。 

 

■【基本的な方向性３】 「まちづくりの中心となる庁舎」 

周辺のまちづくりと調和した整備により，賑わいの創出や回遊性を高めるほ

か，地域産業等の情報を積極的に発信するなど，旭川のシンボルとしてまちづ

くりの中心となる庁舎 

 

 
庁舎は，様々な行政事務を効率良く行えることが必要です。 

 

■【基本的な方向性４】 「機能的・効率的な庁舎」 

行政需要の多様化や社会情勢の変化など，様々な変化に対応できる機能的で

効率的な柔軟性の高い庁舎 

 

 

 
独立性を保ちつつ，市民に開かれた議会であることが必要です。 

 

■【基本的な方向性５】 「独立性を保ちつつ，市民に開かれた議会」 

ユニバーサルデザイン（注１）の考えに基づく市民に分かりやすい動線の確

保と，円滑かつ効率的な議会活動が行える配置・規模に加え，高度情報化に即

した情報通信設備等の整備とセキュリティに配慮した議会 

役割Ⅰ 市民サービス 
 

役割Ⅱ まちづくり 
 

役割Ⅲ 行政事務 
 

役割Ⅳ 議会 
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第２章  庁舎整備に向けた基本的な考え方 

 

 

 

庁舎は，災害時において，市民を守るための防災拠点となり，災害対策活動の

中心的役割を果たすほか，様々な危機に対し高いセキュリティを確保することが

必要です。 

 

■【基本的な方向性６】 「安全・安心な庁舎」 

耐震性を確保した安全・安心な庁舎とするとともに，災害対策の中枢として

迅速な支援・復旧活動ができる機能を備えた庁舎 

また，個人情報の保護のほか，災害以外の様々な危機に対し，高いセキュリ

ティを確保し，市民や職員にとって安全・安心な庁舎 
 

 
 

庁舎は，全ての人にとって利用しやすい環境にするための「ユニバーサルデザ

イン」（注１）を導入することや，自然環境への負荷低減などの取組について，先

導的な役割が必要です。 
 

■【基本的な方向性７】 「人にやさしい庁舎」（社会環境） 

障がい者や高齢者をはじめ，誰もが利用しやすいよう，バリアフリーに配慮

したユニバーサルデザイン（注１）を率先して導入する人にやさしい庁舎 
 

■【基本的な方向性８】 「地球にやさしい庁舎（自然環境）」 

徹底した省エネルギー化と積極的な新(自然)エネルギーの活用により，消費

エネルギーを正味ゼロにするネット・ゼロ・エネルギー（注２）への取組や，

ごみの資源化徹底など環境負荷の低減を図る庁舎 

また，建物・設備の長寿命化を図り，維持管理がしやすい構造や材料の導入

によりランニングコストの削減によりライフサイクルコスト（注３）縮減を図

る庁舎 
 

…【注釈】……………………………………………………………………………………………………… 

■注１ ユニバーサルデザイン 

障がいの有無や年齢，性別，国籍にかかわらず，全ての人にとって安全で使いやすい製品や，

快適で不便のない生活環境をデザインするという考え方。 
 

■注２ ネット・ゼロ・エネルギー 

建築物におけるエネルギー消費量を，建築物・設備の省エネ性能の向上や再生可能エネルギー

の活用等により削減し，年間のエネルギー消費量が正味（ネット）でゼロ又は概ねゼロとなる建

築物。 
 

■注３ ライフサイクルコスト 

建築物等の企画，設計，工事，運用を経て解体処分するまでを生涯として，その全ての期間に

要する費用のこと。初期投資（イニシャルコスト）と維持管理費用（ランニングコスト）で構成

される。 

役割Ⅴ 危機管理 
 

 
 

役割Ⅵ 環境先導 
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第２章  庁舎整備に向けた基本的な考え方 

 
3 主な機能と想定される整備事例 

目指すべき基本的な方向性ごとに，必要と考えられる主な機能と想定される整

備事例を整理しました。なお，整備事例は，現庁舎における課題や他都市の整備

事例を基に想定されるものを整理したものであり，具体的な整備については，今

後，更に検討が必要です。 

 

■【基本的な方向性１】 利用しやすい庁舎 
 

【窓口機能】 

・ワンストップサービス（注１）の拡充 

・市民利用が多く相互に関連する窓口を低層階へ集約 

・期日前投票や税申告等，臨時的な窓口設置場所の確保とゆとりある待合い 

スペース設置 

【相談機能】 

・プライバシーに配慮した仕切りカウンターや用途に応じた相談室の設置 

【案内機能】 

・総合案内の充実と強化，分かりやすい案内表示の設置 

・ホームページやメール等でお知らせする待ち時間案内表示の導入 

【アクセス機能】 

・利用しやすい場所でのバス，タクシー乗場や来庁者用車寄せの設置 

・利用しやすい場所に必要台数を確保した来庁者用駐車場，駐輪場の整備 

 

■【基本的な方向性２】 親しまれる庁舎 
 

【市民交流機能】 

・多目的利用が可能な市民交流スペースの設置 

【市民活動支援機能】 

・地域まちづくり推進協議会の運営支援や拠点機能の設置 

・市民活動の PR 等，情報発信機能の設置 

【情報発信機能】 

・利用しやすく，分かりやすい市政情報コーナーの充実 

・資料閲覧席の設置・資料閲覧席の設置 

【利便施設機能】 

・憩いがあり，休憩もできるロビーの設置 

・庁舎周辺の緑化公園等憩いの場の設置 

・展望スペースの設置 

・市民が利用可能なコピー，無線ＬＡＮ，パソコン等の設置 

・市民や職員にとって利用しやすい食堂や売店の設置 

・市民や子ども向けの図書コーナーの設置 
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第２章  庁舎整備に向けた基本的な考え方 

 
■【基本的な方向性３】 まちづくりの中心となる庁舎 
 

【中心市街地活性化】 

・イベントが可能な周辺広場等の整備による賑わい創出 

・周辺のまちづくりと連携を図った整備 

【地域産業の振興】 

・旭川家具など，地元製品の積極的な導入 

・庁舎建設や維持管理に地元企業の積極的な参画 

【シティプロモーション（注２）】 

・地元製品や特産品，観光イベント等の旭川の魅力や移住情報などを発信 

する機能 

・スポーツや文化等，旭川とゆかりのある人の功績等の展示 

 
 

■【基本的な方向性４】 機能的・効率的な庁舎 
 

【執務機能】 

・必要面積を確保し，柔軟な使用ができる執務空間 

・関連する部署の近接配置 

・ユニバーサルフロア(注３)の導入 

・柔軟に利用できる会議室の確保と各階配置 

・配置人数等に応じたロッカー，書棚，キャビネットの設置 

・職員の利用者数に応じた休憩室，仮眠室等の設置 

・受動喫煙防止対策の徹底 

【文書等保管機能】 

・文書，物品等の保管場所の確保 

・文書管理システム導入や保存文書電子化 

【ＩＣＴ（注４）機能】 

・業務サーバーの集中的管理 

・机の配置変更が可能なフリーアクセスフロア(注５)の導入 

・障害に強く，柔軟なネットワーク環境整備 

【施設管理機能】 

・物品専用搬出入口・エレベータの設置 

・施設連絡車など用途に応じた公用車駐車場の確保 

・職員用駐輪場の確保 
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第２章  庁舎整備に向けた基本的な考え方 

 

■【基本的な方向性５】 独立性を保ちつつ，市民に開かれた議会 
 

ユニバーサルデザインの考えに基づく市民に分かりやすい動線の確保と，円滑

かつ効率的な議会活動が行える配置・規模に加え，高度情報化に即した情報通信

設備等の整備とセキュリティに配慮した議会として，今後，議会での検討を踏ま

えた具体的な整備についての整理が必要と考えています。 

 

 

■【基本的な方向性６】 安全・安心な庁舎 
 

【災害対応機能】 

・防災拠点としての耐震性の確保 

・総合防災センターとの連携を踏まえた災害対策本部機能 

・災害時用ヘリポートの設置 

・一時避難場所としても利用可能な広場や駐車場の確保 

【バックアップ機能】 

・災害時でも事業継続可能な設備 

・災害対応職員用の備蓄や仮眠室，調理設備の設置 

・災害時物品，備品等の備蓄場所の確保 

・非常用電源としての自家発電機能や上下水貯留装置の設置 

・電気，通信の複数系統化 

【セキュリティ機能】 

・庁舎内に段階的なセキュリティを設定し，それに応じた執務室等の配置や 

構造的な配慮 

・防犯カメラや緊急通報装置等の設置 

 

 

■【基本的な方向性７】 人にやさしい庁舎（社会環境） 
 

【利用空間】 

・バリアフリーに配慮したユニバーサルデザイン(注６)の導入 

・介助者にも配慮した空間や設備の確保 

・安全，効率的な移動導線の確保 

【利用設備】 

・利用者数に応じたトイレの設置や多目的トイレの設置 

・授乳室，キッズスペース(注７)，ベビーベッド等の設置 
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第２章  庁舎整備に向けた基本的な考え方 

 

■【基本的な方向性８】 地球にやさしい庁舎（自然環境） 
 

【省エネルギー化】 

・人感センサーによる照明等の制御 

・自然採光，自然通風の活用 

・ルーバーや水平庇による日射制御 

・庁舎壁面・屋上等の緑化 

・下水排水の循環利用 

・地下水や雨水の利活用 

・エネルギー管理システム（BEMS(注８)）の導入 

【新エネルギー導入】 

・電気，熱源の自給自足化 

・太陽光発電や地中熱，雪氷冷熱を活用した空調の導入 

【ごみの資源化】 

・庁舎から排出される食品残渣の堆肥化等の資源化 

【ライフサイクルコスト（注９）縮減】 

・耐久性に優れ長寿命化が図れる建築構造や設備，材料の採用 

・規格品など更新が容易な建築資材の採用 

・将来の変化に対し柔軟性を確保する設計・施工方法（スケルトン･インフィル

工法(注 10)）の採用 
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第２章  庁舎整備に向けた基本的な考え方 

 

…【注釈】……………………………………………………………………………………………………… 

 

■注１ ワンストップサービス 

１か所または，１回で様々な行政サービスを提供することや，手続きを終えることが

できる仕組み。 

 

■注２ シティプロモーション 

地方都市が知名度や好感度を上げていくことを目的として，自らのまちの特色や魅力

などを他の地域や企業に売り込むこと。 

 

■注３ ユニバーサルフロア 

あらかじめ同じサイズ（幅，奥行き）の机やキャビネットで統一し，均一に配置する

レイアウト。組織変更時のコスト削減や備品管理・調達のしやすさなどのメリットがあ

る。 

 

■注４ ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略称。情報や通信に関する技術

の総称。 

 

■注５ フリーアクセスフロア 

各種配線を床上に露出させることなく，床下に電力や電話，LAN ケーブル等の配線

用空間がある二重床構造。 

 

■注６ ユニバーサルデザイン 

障がいの有無や年齢，性別，国籍にかかわらず，すべての人にとって安全で使いやす

い製品や，快適で不便のない生活環境をデザインするという考え方。 

 

■注７ キッズスペース 

保護者が手続き等をしている間，子どもが退屈せずに安心して待つことができる場所。 

 

■注８ ＢＥＭＳ 

Building Energy Management System の略称。 

建物の使用エネルギーや室内環境を計測し，それらの情報を省エネルギーに役立てて

いくためのシステム。 

 

■注９ ライフサイクルコスト 

建築物等の企画，設計，工事，運用を経て解体処分するまでを生涯として，その全て

の期間に要する費用のこと。 

初期投資（イニシャルコスト）と維持管理費用（ランニングコスト）で構成される。 

 

■注１０ スケルトン・インフィル工法 

建物の柱・梁・床などの構造躯体（スケルトン）と内装・設備（インフィル）などを

分離した工法。長期間の耐久性を重視した構造躯体と，変更や更新が容易にできる内装

や設備にすることが可能となる。 

16 

 



 
第３章  庁舎の想定規模 

 
1 想定規模の算定条件 
 

（１）推計人口 

現在，本市では「第８次旭川市総合計画」の策定に向けた取組を行っており，

計画期間は平成２８年度から平成３９年度までの１２年間とすることを想定して

います。 

こうした取組の中で，本市の将来人口の推計も行っており，計画の最終年度の

平成３９年度における人口は，現在（平成２６年１０月）よりも約３万５千人減

少した，３１万２千人と推計されています。 

このため，庁舎整備の検討に当たっての，本市の推計人口は３１万２千人と想

定しました。 

 

 

（２）推計職員数 

庁舎規模の検討に当たっては，本格的な少子高齢・人口減少社会を迎える中，

基礎とする職員数をどのように想定するかが重要であり，行財政改革や人口減少

による業務量の減少も見込まれますが，一方で少子高齢化による新たな行政需要

の増加や地方分権改革による権限や業務の移譲などにより，業務量に大きな変化

が生じない可能性もあります。 

こうした状況を踏まえ，現時点では，庁舎整備の時期が未定であることなどか

ら，職員数の当面の目標である，行財政改革推進プログラム（三訂版）の平成３

０年度職員数の目標値をもとに，職員数の推計を行いました。 

なお，推計職員数は，今後の検討において随時，見直していく必要があります。 

 

ア 行財政改革推進プログラム（三訂版）における職員数の目標 

本市おける職員数の計画は，平成２６年１月に策定した行財政改革推進プロ

グラム（三訂版）における財政健全化の指標として，平成３０年度当初の一般

会計職員数が設定されています。 

 

行財政行革推進プログラム（三訂版） 

２，１３２人（Ｈ25 年度実績） → ２，０８２人（Ｈ30 年度当初） 

※公営企業等の特別会計を除いた一般会計における職員数を指標として設定する。な

お，対象とする職員数には，再任用短時間勤務職員を含み，消防の広域化により本市に

編入される消防職員は含まない。 
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第３章  庁舎の想定規模 

 

イ 平成３０年度全会計の職員数 

一般会計職員数以外の特別会計職員数及び臨時・嘱託職員数は，平成２５年度

から変動がないものとすると，平成３０年度全会計の職員合計数は４，８４３人

と想定されます。 

この想定を基に，集約する各部局の職員数を別途推計します。 

     

    ■【想定職員数】 
 

 平成 25 年度 平成 30 年度 増減数 

職員数 

（臨時・嘱託職員含む） 
４，８９３ ４，８４３ －５０ 

※消防の広域化により本市に編入される消防職員は含まない。 

 

 

（３）議員定数 

議員定数については，「旭川市議会の議員の定数を定める条例」に規定されてい

る３４人とします。 
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第３章  庁舎の想定規模 

 
2 想定規模の算定 
 

（１）行政事務機能 

ア 集約部局について 

本市における本庁舎の行政機能は，全市的な計画施策の企画立案や管理支援

などの中枢的な機能と，効率性の観点から，本庁舎において総合的に実施する

ことが適当と考えられる事務事業を担う『施策調整・行政運営機能』があり，

また，中央地区の住民をはじめ，交通アクセスの利便性から，利用しやすい本

市中心部の『窓口機能』の二つが考えられることから，現在，市内中心部に分

散しているこれらの機能を担う部局を集約することを基本とします。 

なお，集約対象部局は，現在の組織機構を基に整理を行っているところです

が，庁舎整備時には，新たな庁舎が持つ役割や機能を最大限に発揮できるよう，

組織体制の見直しや機構改革が必要と考えています。 

 

 

■本庁と支所の役割分担について 

これまでも，支所機能の強化として，地域まちづくり相談窓口の充実やまち

づくりに関する情報収集・提供，地域活動への支援のほか，地域包括支援センタ

ーとの連携強化などの取組を進めています。 

一方で，他都市に見られる税務や福祉といった様々な機能を有する総合的な

支所もありますが，仮に本市の支所を総合化した場合，本庁に集約されている機

能を支所に分散させることになり，それに伴う職員数の増加や執務スペースの確

保が必要となるなど，行財政改革を推進する上で大きな課題となることが想定さ

れます。 

こうしたことから，庁舎整備の検討に当たっては，現在の支所機能の強化の方

向性を保ちつつ，行政事務における本庁と支所の機能の役割分担を維持すること

を基本としました。 

 

 

イ 機能別・部門別の推計職員数について 

集約の対象となる部局は，各機能において，行政サービスの対象者や内容，

業務の性質から，いくつかの部門に区分することができます。 

部門別に各部局の平成３０年度の職員数で推計すると次のとおりになります。 
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■【部門別推計職員数】 
 

機
能 

部門 対象部局 
推 計 

職員数 

窓
口
機
能 

窓口部門 

会計課，交通防犯課，税制課，市民税課，資産税課， 

納税課，市民課，市民活動課，地域まちづくり課， 

国民健康保険課，介護高齢課，障害福祉課，生活支援課，

保護第 1～3 課，子育て支援課，こども育成課， 

子育て相談課，健康推進課，保健指導課，住宅課， 

建築指導課，学務課，選挙管理委員会事務局 

８９１ 

民間窓口 

連携部門 

福祉保険課，経済総務課，経済交流課 
４２ 

施
策
調
整
・
行
政
運
営
機
能 

企画・調整 

部門 

市長・副市長，政策調整課，政策推進課，総合計画課，

秘書課，財政課，広報広聴課，総務課，管財課，防災課 １３３ 

管理・専門 

部門 

人事課，行政改革課，情報政策課，契約課，市民生活課，

スポーツ課，指導監査課，保健総務課，衛生検査課， 

環境政策課，新エネルギー推進課，廃棄物処理課， 

環境指導課，農政課，農業振興課，教育長，教育政策課，

教育指導課，学校保健課，社会教育課，文化振興課 

３２４ 

設計施工 

監理部門 

工事検査課，農林整備課，都市計画課，北彩都事業課，

公共建築課，設備課，土木総務課，土木管理課，用地課，

土木建設課，公園みどり課 

１９１ 

その他の部門 監査委員，監査事務局，農業委員会事務局 ２６ 

 推計職員数合計 １，６０７ 

 

■現在，総合庁舎，第二庁舎，第三庁舎，セントラル旭川ビル，朝日生命旭川ビルに

配置されている部局を基本に集約。（選挙管理委員会事務局，農業委員会事務局，監

査事務局を含む。） 
 

■下記の部局は集約対象外としました。 

・総合政策部都市交流課（フィール旭川「まちなか市民プラザ」） 

・子育て支援部子育て相談課の一部（総合子ども教育センターに移管分） 

・保健所衛生検査課動物愛護センター（あにまある） 

・経済観光部産業振興課・企業立地課（旭川ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ），観光課（旭川ﾌｰﾄﾞﾃﾗｽ） 

・消防本部及び南消防署（第二庁舎） 
 

■職員数は，再任用職員，臨時・嘱託職員を含む平成３０年度の推計。 

20 

 



 
第３章  庁舎の想定規模 

 

ウ 算定方法について 

規模の算定には，いくつかの方法がありますが，代表的な三つの方法を比較

検討しました。 

 

① 総務省「地方債同意等基準」 

庁舎整備において，地方債の対象とすることができる標準的な面積の基準。 

平成２３年度の改正により，基準の運用は廃止されていますが，多くの自治

体で庁舎整備面積の算定基準として採用されています。 

なお，規模の試算に当たっては，人口５万人以上５０万人未満の市町村の区

分としていますが，現状の執務状況は，特別職を除き，役職者は国基準より狭

い面積で一般職と同室内において業務を行っている特徴があり，行政事務機能

をできるだけコンパクトにするため，総務省の基準をそのまま採用するのでは

なく，独自の調整をしています。 

 

【独自の調整内容】 

・次長職：換算９人→５人（課長職と同じ） 

・課長補佐，係長，主査職：換算２人→１人（一般職と同じ） 

・製図者（換算１．７人）の区分は使用しない 

 

※総務省「地方債同意等基準」による試算については，資料編 1-1 ページ 

 

② 国土交通省「新営一般庁舎面積積算基準」 

中央官庁や合同庁舎など，官庁施設の用途に応じた規模を算出する基準であ

り，多くの自治体で庁舎整備面積を算定する際の目安として使用されています。 

規模の試算に当たっては，種別を「地方大官庁・第 1 次出先機関」とし，役

職別の換算率は総務省基準と同様に本市独自の調整を行っています。また，新

聞記者室，印刷製本室等，基準にない項目は実情に応じて有効面積に加算する

とされていることから，現時点で必要と想定される業務支援機能や福利厚生機

能等を個別に加算しています。 

 

【独自の調整内容】 

・次長職：換算９人→５人（課長職と同じ） 

・課長補佐：換算２．５人→１人（一般職と同じ） 

・係長，主査職：換算１．８人→１人（一般職と同じ） 

 

※国土交通省「新営一般庁舎面積積算基準」による試算については，資料編 1-1 ページ 
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③ 他都市の庁舎整備事例の平均 

比較的近年に庁舎整備を行った，又は，行う予定がある人口規模が近い自治

体の事例から，各諸室や機能ごとに人口や職員数当たりの平均値を求め，それ

をもとに本市に適用した規模の試算をしました。 

※他都市の庁舎整備事例の平均による試算については，資料編 1-2 ページ 

 

エ 各基準等の比較 

近年の庁舎整備では，市民の利便性や市民活動に資する機能を積極的に取り

入れている自治体が多く，庁舎規模が大きくなる傾向が見られ，他都市事例を

参考とした平均値での庁舎規模は国の基準より大きくなる傾向にあります。 

また，国交省の基準は，中央官庁や合同庁舎を対象としていることから，い

わゆる事務スペースと設備等を中心とした算定であり，窓口機能をはじめとす

る様々な機能については，実情に応じて算定し加算するとされていることから，

総務省基準より小さくなっています。 

 

■【各基準等における行政事務機能分の規模比較（単位：㎡）】 
 

総務省基準 国交省基準 他都市平均 

32,421 26,921 35,591 

 

 

④ 行政事務機能の想定規模の算定基準 

現時点における想定規模の算定に当たっては，必要な機能や諸室の詳細を決

定するまでには至らないことから，自治体の庁舎を対象とする総務省基準によ

り算定した規模を行政事務機能の想定規模としました。 

 

 

（２）議会機能 

庁舎整備における具体的な議会機能については，今後，詳細な検討が必要です

が，現時点における想定規模を算定するため，総務省基準を基に，議員定数から

議事堂面積（議場，委員会室，議員控室）と現状の事務局職員数から事務局面積

を算定した結果，１，９０７㎡と想定しました。 

なお，上記の算定には，総務省基準に含まれていない，議長室，副議長室，議

会応接室，議会図書室の現状面積を加算していますが，今後の検討により面積が

変動する可能性があります。 

※議会機能の規模算定の詳細は，資料編 1-2 ページ 
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（３）求められる機能 

庁舎に求められる機能や役割の整理検討から，新たに備えるべきものや拡充す

べき機能に必要な面積を算定しました。 

 

ア 市民交流機能，市民活動支援機能 

市民の主体的な活動を支える機能のほか，様々な市民の交流が図られるよう

な機能として，市民活動の支援や市民交流のための多目的スペースを想定しま

す。 

面積としては，他都市の庁舎整備事例や本市の公民館貸室面積などを参考に

５００㎡としました。 

 

イ 情報発信機能・シティプロモーション機能 

地域産業や地元製品，観光情報などのシティプロモーションを含め，幅広く

本市の情報を発信する機能として，現状の市政情報コーナーを拡充したスペー

スを想定し，９０㎡としました。 

 

ウ 災害対応機能 

現在の総合庁舎は，耐震性に問題があるため，災害対策本部の設置は想定さ

れていませんが，新たな庁舎は，耐震性を有した安全・安心な庁舎として，災

害対策の中心となることが求められていることから，災害対策本部や防災通信

情報機能，備蓄倉庫などを想定し，必要な面積を２９０㎡としました。 

 

① 災害対策本部（１２０㎡） 

平常時には，研修等にも利用できる会議室スペース。 

 

② 防災通信情報室（３０㎡） 

災害対策本部に併設した防災情報システムや通信設備を備えるスペース。 

 

③ 備蓄倉庫  （１４０㎡） 

臨時的な避難所に供給する備蓄品や資機材のほか，災害・復旧活動に従事す

る職員の食料等を備蓄するための倉庫スペース。備蓄量と倉庫規模については，

地域防災計画を踏まえ，更に検討が必要です。 
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（４）民間機能 

ア 民間機能の考え方 

市民で賑わい，親しまれるシビックセンターは，庁舎としての機能を主体と

するのではなく，市民にとって利便性が高い，市民主体の機能を中心としたも

のであり，市民をはじめ住民組織，ＮＰＯなど，多くの人々が集い，賑わい，

市民に親しまれるような庁舎を想定しています。 

こうしたことから，行政の窓口機能の集約はもとより，民間窓口サービスと

連携した，市民サービス，行政サービスを複合的に提供できるような機能のほ

か，利用する市民にとって便利な機能を備えることを想定しました。 

なお，以下の民間機能については，現時点における主なものとして想定され

たものであり，今後，市民意見をお聞きするとともに，その他の民間団体等を

含め，庁舎整備における民間機能のあり方について，更に検討が必要と考えて

います。 

また，民間機能の具体的な整備に当たっては，整備や維持管理等の適切な費

用負担についても検討が必要です。 

 

イ 行政と連携可能な民間窓口機能 

① 旭川市社会福祉協議会 

旭川市社会福祉協議会は，民間の社会福祉法人ですが，法に基づき社会福祉

に関する事業を行うことで，地域福祉の推進を図ることが目的とされる公共性

の高い団体であり，本市の福祉行政との連携により市民サービスの向上が期待

できるものとして想定しました。 

規模の算定に当たっては，社会福祉協議会の全てを対象とするのではなく，

委託事業など行政窓口と連携できるものを対象と考え，現事務所スペース相当

分と市委託事業スペースを合わせた４００㎡と想定しました。 

なお，行政と連携可能な具体的な事業等については，引き続き検討が必要で

あり，想定される面積は変動する可能性があります。 

 

② 旭川商工会議所 

旭川商工会議所は，市内の法人に対する経理，税務，労務などの経営に関す

る様々な相談・支援や，公的資格の試験や研修等の会場として利用されている

ほか，中心市街地活性化協議会の事務局をはじめ，多くの公的事務局機能を有

していることなどから，行政との連携を強化することで，更なる地域経済の振

興が期待できるものとして想定しました。 

規模の算定に当たっては，現在の道北経済センターのうち，商工会議所事務

室と研修室等を合わせた１，４００㎡と想定しました。 

なお，研修室等の構成や面積に関しては，市民活動支援・市民交流のための

多目的スペースの設置を想定していることから，それらとの関係性の整理や適

切な面積，配置等の検討が必要であり，想定される面積は変動する可能性があ

ります。 
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ウ 利便施設機能 

シビックセンターは，市民にとって便利な機能を備えることを想定しており，

行政事務機能の想定規模に含まれている食堂や売店，喫茶室等は，利用しやす

い配置とすることはもとより，運営形態についても，例えば，コンビニエンス

ストア形式や日用品も含めた買物ができるような形式なども引き続き検討して

いく必要がありますが，これら以外の民間機能について検討しました。 

 

① ライフライン（電気・ガス・電話等）窓口 

転入転居等の住所移転やその他手続の際，ライフラインに関する手続も可能

な窓口の設置は，利便性の向上が見込まれますが，主だったライフライン企業

では，既にコールセンターでの電話対応を中心としており，窓口業務を縮小又

は，閉鎖している状況にあることから，現時点では，窓口設置を見込むことが

難しい状況ですが，市民の利便性の向上の観点から，設置可能な機能が無いか，

引き続き検討が必要です。 

 

② 金融機関等の窓口 

現在の総合庁舎には，指定金融機関の派出所があり，税金や保険料などの市

の公金納付を扱っていますが，振込みやその他の納付は扱っていません。 

総合庁舎や第二庁舎には現金自動預け払い機（ATM）が設置されているとこ

ろですが，更なる利便性の向上を見込み，金融機関の支店機能を備えることを

想定しました。 

設置を想定する金融機関は，今後，詳細な検討や協議が必要ですが，金融機

関の機能も持つ郵便局の設置も検討が必要と考えています。 

規模の算定に当たっては，他の自治体庁舎内の金融機関支店の面積などを参

考に，２４０㎡（１２０㎡×２か所）と想定しました。 
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（5）複合的な整備 

ア 水道局庁舎 

本市の中心部にある行政機能の一つとして，水道局（上常盤町１丁目）があ

りますが，昭和５０年に建築された水道局庁舎（本館）は築４０年が経過し，

老朽化が進んでいることや，耐震性が確保されていないことなどから，建替え

や移転を含めた今後の水道局庁舎のあり方について内部で検討がなされてきま

した。 

これまでの検討では，水道局は各部門間の連携した業務が非常に多い特徴が

あり，部門を分散するような手法では市民サービスの低下が懸念されることか

ら，現状の水道局庁舎の組織構成を保てるような手法を中心に，引き続き検討

を進めることとしています。 

こうした状況を踏まえ，市役所庁舎との複合化について検討を行いましたが，

災害や事故等の緊急時に使用するための資機材や車両の保管場所など，水道局

として機動力を発揮するためには，事務スペースの他に多くの面積を必要とす

ることや，複合化によって適用となる国庫補助金等がなく，財源的なメリット

が少ないことなどから，水道局庁舎全体を複合化することは困難であると判断

しました。 

なお，行政窓口機能の集約において，利便性の観点から水道局との窓口連携

については，引き続き検討が必要と考えています。 

 

イ 市民文化会館 

市民文化会館は，昭和５０年の開館以降，小規模修繕や利便性向上のための

改修を行ってきたところですが，雨漏りや漏水等の経年による老朽化が著しく，

また，一部に耐震基準を満たしていないなど，抜本的な改修の必要性が生じて

います。 

こうした中，庁舎整備や市民文化会館の大規模改修は，いずれも大きな財政

負担が必要であることから，庁舎整備の検討において，市民文化会館と庁舎の

複合的な整備について，事業費や複合化の課題を整理する必要性があると判断

し，改めて検討を行いました。 
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① 複合的整備におけるライフサイクルコスト※ 

庁舎と市民文化会館をそれぞれ単独に整備した場合と，複合的に整備した場

合における長期的（65 年間）なライフサイクルコストを試算すると，それぞ

れ単独で整備した場合には約５７０億円であり，複合的に整備した場合には，

約５６１億円となり，複合的整備の費用削減効果は約９億円となり，65 年間

の総額としては，あまり大きな削減効果が見られませんでした。 

これは，事務スペースが中心となる庁舎と，ホールのような大きな空間を必

要とする市民文化会館の構造が大きく異なるものであることから，複合化する

場合には，様々な構造上の配慮やそのための設備が必要となることが要因です。 

この試算は，詳細な設計を基にしたものではないため，設計等の工夫により

複合的整備の削減効果が増える可能性もありますが，防振・防音措置が必要と

なった場合は，更に削減効果が減少する可能性もあります。 

 

※ライフサイクルコスト：建築物等の企画，設計，施工，運用を経て解体するまでを

建物の生涯として，その全ての期間に要する費用のこと。初期投資(イニシャルコ

スト)と維持管理費用（ランニングコスト）で構成される。 

 

② 建替場所について 

現在の市民文化会館と同規模にした場合，延床面積は約１万２千㎡であり，

庁舎と複合的な整備を行うためには，大きな敷地を必要とすることから，建替

え可能な候補地は限られた場所になります。 

 

ウ 検討結果について 

庁舎と市民文化会館との複合的な整備は，長期的なコスト削減効果があまり

見込めない可能性や，建替場所が限られてしまうことなどから，現時点におい

て複合化を前提とした検討を進めることは困難であると判断しました。 
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第３章  庁舎の想定規模 

 

（6）庁舎規模の算定結果 

機能ごとに庁舎規模の算定結果をまとめると下表のとおりとなります。 

 

  ■【部門別算定面積】 
 

機能区分 面積（㎡） 

行政事務機能 

窓口部門 16,499 

32,421 

民間窓口連携部門 967 

企画・調整部門 3,453 

管理・専門部門 6,927 

設計施工・監理部門 3,801 

その他の部門 774 

市議会機能  1,907 

庁舎に求められる機能 

市民活動・交流支援機能 500 

880 情報発信機能 90 

災害対応機能 290 

民間窓口機能 
社会福祉協議会機能 400 

1,800 
商工会議所機能 1,400 

利便施設機能 金融機関等窓口機能 240 

 算定結果合計 37,248 

 

 

庁舎整備検討委員会最終報告（平成２５年１月）では，庁舎の規模・機能の基

本的な考え方として「どの程度の規模が必要でどのような機能が必要かは今後，

各方面の意見も集約しながら検討すべきであるが，現在の総合庁舎，第三庁舎，

朝日生命ビル，ジブラルタ生命ビル（現セントラル旭川ビル）を集約し，２万㎡

から２万５千㎡の庁舎を想定する。」こととしていましたが，これまでの検討から，

全てを集約した場合の庁舎規模は，約３７，０００㎡と想定しました。 
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第４章 庁舎の建設候補地 

 
1 建設場所に関するこれまでの経過等 

庁舎の建設場所に関して，これまでの検討経過や主な市民意見は以下のとおり

です。 

 

（1）庁舎整備検討委員会最終報告（平成 25 年 1 月） 

新しい庁舎の場所 

「新しい庁舎は，市役所のまちづくりにおける役割，中心市街地における役割

を考慮し，現総合庁舎敷地及びその周辺において整備されることが適当である。」 

 

 

（2）庁舎整備検討市民懇話会報告書（平成 26 年 2 月） 

 

■新庁舎の場所についての意見 

ア 総合庁舎，第三庁舎敷地  

・交通の便がよく，慣れ親しんだ現在地が適している。 

・歴史的なこともあり，庁舎の場所は移すべきではない。 

 

イ 買物公園通り沿いや市中心部  

・駅から買物公園を歩くと，その先に庁舎があるという形が中心市街地の活性

化に繋がる。 

 

ウ 北彩都あさひかわ地区  

・北彩都地区も人口が増えてきている。 

・駐車場を確保する面では良い。 

 

 

（３）庁舎整備に関する市民アンケートの結果について(平成 26 年 2 月） 

 

■設問「新しく庁舎を建設する場合，建設場所はどこが適当か。」 
 

・総合庁舎及び第三庁舎敷地 ……５３．８％ 
 

・北彩都地区 ………………………２４．８％ 
 

・買物公園通り沿い ……………… ５．２％ 
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第４章 庁舎の建設候補地 

 
2 評価対象敷地の抽出 

 

庁舎整備のシミュレーションを比較するための建設候補地の選定には，敷地の

諸条件や特徴などを評価する必要があることから，評価の対象とする敷地を抽出

しました。 

抽出に当たっては，検討委員会最終報告の考え方や市民懇話会での意見，更に，

市民アンケート結果などから，現庁舎周辺と買物公園，北彩都をエリアとして位

置づけ，各エリアの中から敷地を抽出し，更に，それ以外の敷地についても調査，

抽出を行いました。 

 

（１）現庁舎周辺エリア  

現総合庁舎敷地と第三庁舎敷地の２か所を抽出しました。 

なお，耐震性が確保されている第二庁舎は，既存建物を利活用する方法にメリ

ットがあると考え，評価対象敷地から除外しました。 

 

（２）買物公園エリア  

買物公園通り沿いには市有地がありませんが，敷地として諸条件等を評価する

必要があることから，買物公園通りに面しており，比較的まとまった敷地である

旧須貝ビル敷地（現民間駐車場）を抽出しました。 

なお，当該地は民有地であり，敷地取得の目途がついたものではなく，あくま

で，候補地の評価等を行うために想定したものです。 

 

（３）北彩都エリア  

北彩都地区の未利用市有地は，３街区，１４・１５街区，１７街区があります

が，１７街区は北彩都地区集客施設予定地として，施設の整備・運営を行う民間

事業者の提案を募集中（平成 27 年 8 月まで）であるため，３街区敷地及び１４・

１５街区敷地を抽出しました。 

なお，北彩都シビックコア地区の障害者福祉センター「おぴった」に隣接する

３２街区は，平成２６年度に売却手続きが進んだことから，評価対象敷地から除

外しました。 

 

（４）その他 

上記以外で，中心市街地活性化基本計画の計画区域（神楽地区を除く）の中で，

延べ床面積１万５千㎡以上の建築が可能な敷地について調査した結果，市立中央

中学校への統合が進められており，閉校後も当面の間は使用が予定されています

が，その後の用途が決定していない北都中学校敷地を抽出しました。  
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第４章 庁舎の建設候補地 

 

①総合庁舎敷地 （現庁舎解体時） 

 所在地 6 条通 9 丁目 

土地所有者 旭川市 

敷地面積 15,329 ㎡ 

現在の状況 総合庁舎 

地
域
地
区
等 

用途地域 商業地域 

容積率 400％ 

建ぺい率 80％ 

防火指定 防火地域 

高度地区 － 

日影規制 適用なし 

接
道
道
路
幅
員 

北側 － 

東側 27.27m 

南側 20.00m 

西側 36.36 m 

特 徴 

総合庁舎を保存する場合,敷地が狭く,新庁舎の建築面積および駐車場の確保が難し

い。また,現総合庁舎を解体する場合は,敷地面積を大きく確保することができるが,

仮設庁舎の建設または,賃貸借ビルへの移転が必要であり,窓口部門の分散化による

市民利便性の低下や議会開会に必要な場所の確保が困難などの課題がある。 

②第三庁舎敷地 

 所在地 6 条通 10 丁目 

土地所有者 旭川市 

敷地面積 7,661 ㎡ 

現在の状況 第三庁舎 

地
域
地
区
等 

用途地域 商業地域 

容積率 400％ 

建ぺい率 80％ 

防火指定 防火地域 

高度地区 － 

日影規制 適用なし 

接
道
道
路
幅
員 

北側 － 

東側 － 

南側 20.00m 

西側 27.27m 

特 徴 

三庁舎解体時に,仮設庁舎の建設または,賃貸借ビルへの移転が必要であるが,総合庁

舎に窓口機能および議会機能を残したままの移転が可能であるため,市民利便性へ

の影響が少ない。 

 

31 

 



 
第４章 庁舎の建設候補地 

 

③旧須貝ビル 

 所在地 6 条通 7 丁目 

土地所有者 民間 

敷地面積 3,828 ㎡ 

現在の状況 駐車場 

地
域
地
区
等 

用途地域 商業地域 

容積率 600％ 

建ぺい率 80％ 

防火指定 防火地域 

高度地区 － 

日影規制 適用なし 

接
道
道
路
幅
員 

北側 20.00m 

東側 20.00m 

南側 10.90m 

西側 － 

特 徴 

アクセス性に課題があるが,買物公園に面した敷地のため,中心市街地活性化への寄

与が特に大きい。ハザードマップ上での浸水域 伝搬障害防止区域への対策が課題。 

現庁舎を解体せずに建設が可能であり,仮設庁舎等を確保する必要が無い。 

④3 街区 

 所在地 宮下通 4 丁目の一部 

土地所有者 旭川市 

敷地面積 13,300 ㎡ 

現在の状況 空地 

地
域
地
区
等 

用途地域 第 2 種住居地域 

容積率 200％ 

建ぺい率 60％ 

防火指定 － 

高度地区 － 

日影規制 有 

接
道
道
路
幅
員 

北側 12.00m 

東側 12.00m 

南側 12.00m 

西側 12.00m 

特 徴 

事業計画上,売却予定地であり,分譲マンションや道営住宅に隣接する敷地であるこ

とから,工事期間中も含め,日照および周辺居住環境への配慮が必要。 

アクセス性に大きな課題があるが,現庁舎を解体せずに建設が可能であり,仮設庁舎

等を確保する必要が無い 
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第４章 庁舎の建設候補地 

 

⑤14,15 街区 

 所在地 
宮下通 

11 丁目・12 丁目 

土地所有者 旭川市 

敷地面積 10,700 ㎡ 

現在の状況 空地 

地
域
地
区
等 

用途地域 商業地域 

容積率 400％ 

建ぺい率 80％ 

防火指定 準防火地域 

高度地区 － 

日影規制 適用なし 

接
道
道
路
幅
員 

北側 20.00m  

東側 27.00m  

南側 16.00m 

西側 20.00m 

特 徴 

事業計画上,売却予定地であり,敷地が分断されているため,規模によっては建物が分

断される可能性がある。 

現庁舎を解体せずに建設が可能であり,仮設庁舎等を確保する必要が無い。 

⑥北都中学校 

 所在地 8 条通 16 丁目 

土地所有者 旭川市 

敷地面積 12,470 ㎡ 

現在の状況 北都中学校 

地
域
地
区
等 

用途地域 第 2 種住居地域 

容積率 200％ 

建ぺい率 60％ 

防火指定 準防火地域 

高度地区 － 

日影規制 有 

接
道
道
路
幅
員 

北側 26.00m  

東側 20.00m  

南側 20.00m 

西側 26.00m 

特 徴 

買物公園から離れるため,中心市街地活性化への寄与が小さい。また,公共交通機関

の整備が必要。第 2 種住居地域であることから,周辺居住環境への配慮が必要。 

現庁舎を解体せずに建設が可能であり,仮設庁舎等を確保する必要が無い。 
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第４章 庁舎の建設候補地 

 
3 評価項目 

 

庁舎の場所は，市民にとって利用しやすい場所であることや，災害に対する安

全性があること等が求められることから，それぞれの敷地が有している諸条件や

特徴などを評価するため，第２章で整理した庁舎の役割に対する基本的な方向性

をもとに，不確定要因等も含め，次のとおり評価項目を設定しました。 
 

■【評価対象敷地評価項目一覧】 
 

役

割 
基本的な方向性 評価の考え方 評価項目 

① 

市
民
サ
ー
ビ
ス 

利用しやすい庁舎 

誰もが分かりやすく利

用しやすい場所である

ことが求められる 

【アクセス性】 

市内各所から来庁しやすい便利

な場所であるか 

【市民利便性】 

多くの市民が利用する窓口部門

が集約できるか 

行政施設や金融機関，商業施設，

文化施設などとの往来が容易で

あるか 

② 

ま
ち
づ
く
り 

まちづくりの中心と

なる庁舎 

周辺のまちづくりと調

和し，賑わいの創出や

回遊性を高めることが

できるなど，まちづく

りの中心としての役割

を担う場所であること

が求められる 

【計画整合性】 

上位計画と整合性が図れているか 

【まちづくり】 

賑わいの創出やシンボル性のあ

る景観形成など，庁舎整備による

まちづくりへの影響 

③ 

危
機
管
理 

安全・安心な庁舎 

災害時や復旧活動時な

ど，防災拠点として機

能する場所であること

が求められる 

【防災性】 

災害に対する土地の安全性や災

害時のアクセス容易性が確保で

きるか 

④ 

環
境
先
導 

地球にやさしい庁舎 

周辺環境や自然環境に

配慮した庁舎整備が求

められる 

【環境保全性】 

庁舎整備が，周辺環境や自然環境

に影響を与えないか 

⑤ 不確定要因等 
現状における土地の利用計画や事業スケジュールを想

定する上での不確定要因等の有無 
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第４章 庁舎の建設候補地 

 
4 評価及び建設候補地の選定 

 

評価対象敷地を比較検討した結果，次の三つを整備パターン等のシミュレーシ

ョンを行う建設候補地として選定しました。 

 

（１）現総合庁舎敷地及び第三庁舎敷地  

アクセス性に優れ，広く市民に認知された歴史性を有し，中心市街地活性化へ

の影響や第二庁舎も含めた複数の整備パターンが考えられることなどから，「現総

合庁舎敷地及び第三庁舎敷地」を建設候補地として選定しました。 

 

 

（２）旧須貝ビル敷地（現民間駐車場） 

自動車のアクセス性や浸水域に該当すること，電波伝搬障害防止区域としての

対策が必要なことなどの課題がありますが，中心市街地の活性化に期待が持てる

との考えから，民有地ではありますが，「旧須貝ビル敷地（現民間駐車場）」を建

設候補地として選定しました。 

 

 

（３）北彩都１４・１５街区  

３街区と１４・１５街区を比較した結果，３街区は第 2 種住居地域であり，周

辺居住環境への影響が大きいことや自動車のアクセス性に課題があり，１４・１５

街区は道路で敷地が分断しているものの，建築可能な延べ床面積が３街区と比べ

て大きいことなどから，「１４・１５街区」を建設候補地として選定しました。 

 

 

■北都中学校敷地 

北都中学校敷地は，比較的閑静な第 2 種住居地域であり，居住環境への配慮が

必要なことや，現状の公共交通のアクセス性に課題があること，また，中心商店

街や行政施設や金融機関，商業施設，文化施設等からやや離れていることなどか

ら，建設候補地から除外しました。 

※評価対象敷地の比較表については，資料編 3-1 ページ 
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第５章 事業手法 

 

1 事業手法の整理の考え方 
 

公共施設整備に係る事業手法については，市が直接，設計・建設・管理運営を

発注する直接建設方式（従来方式）や，ＰＦＩなどの民間資本を活用したものな

どの手法があり，庁舎整備の事業手法を検討するに当たっては，それらを比較す

るため，他都市における庁舎整備事例などを参考に，各事業手法の特徴などを整

理する必要があります。 

庁舎整備は多くの財政負担を必要とする事業であり，厳しい財政状況のなか，

事業費の縮減が可能な事業手法であることや，整備事業による地元経済への波及

効果が期待できること，早期の整備が可能であることなど，こうした整理のため

の視点を下表にまとめました。 

 

■【事業手法検討の視点】 
 

区分 項目 概要 

事業費 

事業費の縮減 
設計施工等の工事費や維持管理費の事業費縮減

が期待できるか 

財政負担の平準化 財政負担の平準化が可能か 

国庫補助金等の活用 補助金や交付金等の特定財源の活用が可能か 

施設保有の公租公課 

民間が施設を保有することによって発生する資

産税等の公租公課を事業費として市が負担する

必要がないか 

事業期間 

見通しの立てやすさ 
発注や業者選定作業を含め，事業実施期間の見通

しが立てやすいか 

工期短縮 
できるだけ早期に建設できるよう，工期の短縮が

可能か 

地元企業の参入 
整備や運営等において，地元企業の積極的な参入

が可能か 

発注後の柔軟性 
発注後に市民意見等の反映が可能か 

設計変更等に柔軟な対応が可能か 

施設改修の容易性・運営の柔軟性 
完成後の施設改修が容易か 

災害などの非常時に柔軟な対応が可能か 
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第５章 事業手法 

 
2 各事業手法の比較整理 

 

庁舎整備の事業手法として，市が直接事業を行う「直接建設方式」と民間を活

用した手法である「ＰＦＩ方式」，「リース方式」，更に，建設候補地のひとつに買

物公園通り沿いの民有地を想定したことから，当該地における「市街地再開発事

業」を整理の対象としました。 

 

（1）事業手法の概要 

ア 直接建設方式  

市が設計，施工，維持管理をそれぞれ別々に委託や請負契約により発注する

一般的な方式。 

 

イ ＰＦＩ方式（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）  

ＰＦＩ法に基づき，設計・施工及び維持管理を包括的に実施する事業者を選

定し，事業者が設立した特別目的会社に一括して発注する方式。完成した庁舎

の所有権移転時期により違いがありますが，事業手法の整理に当たっては，Ｂ

ＴＯ（民間事業者が設計・施工を行い，施設所有権を市に移転した後，民間事

業者が施設維持管理を行う）方式を比較整理の対象とします。 

 

ウ リース方式  

民間事業者とリース契約を締結し，民間事業者が設計・施工・維持管理業務

一括的に実施する方式。市有地を貸付けて民間事業者が建設した施設をリース

する定期借地権型などの事例もあります。 

 

エ 市街地再開発事業  

第 1 種事業は，複数の所有者にまたがる土地を共同化し，高度利用する都市

計画事業。従前の土地や建物の権利を新たな建物の権利床として置き換え，新

たに生み出された床（保留床）を売却した資金を事業費に充てます。 

第２種事業は，大規模かつ都市防災上の観点から公衆の避難に供する広場，

公園又は公共交通の拠点となる駅前広場などの公共施設の整備と一体的に行う

ことが合理的な事業であることが必要です。 

事業手法の整理に当たっては，第 1 種事業として民間が施行し，建物完成後

に市が購入する手法を比較整理の対象とします。 
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第５章 事業手法 

 

（２）各事業手法の整理 

■【各事業手法の概要と主な特徴】※各事業手法の整理比較表については，資料編４ページ 
 

事業方式 

直接 
建設方式 

(従来方式) 

ＰＦＩ方式 

（BTO） 
リース方式 

市街地 

再開発事業 

（第 1 種） 

概要 

市が設計，施
工，維持管理を
それぞれ別々
に委託や請負
契約により発
注する方式 

民間事業者が設計・
施工を行い，所有権
を 市 に 移 転 し た 後
で，民間事業者が維
持管理を行う方式 

民間事業者が設計，
施工した施設を，市
が一定条件のもと
に借り受ける方式 

複数の所有者にま
たがる土地を共同
化し，高度利用す
る都市計画事業 
 
従前の権利を新た
な建物の権利床と
して置き換え，新
たに生み出された
床（保留床）を売
却した資金を事業
費に充てる 

資金調達 市 民間 民間 施行者 

設計 市 民間 民間 施行者 

施工 市 民間 民間 施行者 

維持管理 市 民間 民間 所有者 

施設所有 市 市 民間 所有者 

主な特徴 

・地元企業の参入

可能性が高い 
 
・起債での資金

調達により，

財政負担の平

準化が可能 
 
・事業期間の見通

しは立てやすい

が，期間の短縮

が難しい 
 
・発注後の市や

市民の意向の

反映が可能 
 
・事業費全体の

コスト縮減の

可能性が低い 

 

・地元企業の参入可能性

が低く，大手企業主導

になりやすい 
 
・民間のノウハウが発揮

される余地が大きい

場合，事業費全体を縮

減する可能性が高い

が，収益要素が見込め

ない場合には，効果が

限定的 
 
・起債より資金調達金利

が高い傾向にある 
 
・発注後の市や市民の意

向の反映が難しい 
 
・事業者選定の手続きに

時間を要するが，整備

期間の短縮は可能 
 
・市と金融機関による直

接協定等で事業者が破

綻した場合の対応を担

保することが可能 

・大手リース会社主導

となり，地元企業の

参入可能性が低い 

 

・整備費等を縮減する

可能性がある 
 
・起債より資金調達金

利が高い傾向にある 
 
・発注後の市や市民の

意向の反映が難しい 
 
・PFI 法の適用を受け

ないため，簡便な事

業者選定が可能で

あり，事業期間の短

縮が可能 
 
・事業者が破綻した場

合の対応等を規定

することで継続的

な使用を担保する

ことが可能 
 
・市有地で定期借地権

を設定する場合，長

期（５０年程度）の

事業期間としてい

るものもある 

・国庫補助金のメリ

ッ ト が あ る も の

の，権利関係者の

合意形成に時間が

かかり，その間の

市場動向の変化で

当初計画と乖離し

てしまう場合があ

るなど，事業実施

の見通しが立てに

くい 
 
・市が従前の権利を

持たないため，必

要な保留床面積を

購入する必要があ

る 
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第６章 想定される財源 

 
1 想定される財源 

 

庁舎整備の財源は，基金や起債等がありますが，事業手法によっては活用で

きないものもあることから，主な事業手法別に活用可能な財源と現時点で想定

される額を整理しました。 

 

（1）直接建設方式 

整備費全体に占める国庫補助金の割合は少ないものの，直接建設方式での庁舎

整備の財源としては，国庫補助金，起債，基金，一般財源を基本とすることが

想定されます。 

 

ア 庁舎建設整備基金 

平成２８年度での基本計画策定を想定し，その翌年度である平成２９年度末

まで毎年度３億円を積み立てるとすると，基金総額は２２億円と想定されます。 

 

■【庁舎建設整備基金】 
 

 H26 年度末 H27 年度末 H28 年度末 H29 年度末 

各年度積立額 ３億円 ３億円 ３億円 ３億円 

基金総額 １３億円 １６億円 １９億円 ２２億円 

 

イ 国庫補助金 

現時点で活用可能と考えられる国庫補助金について，補助対象スペースの想

定規模から，次のとおり積算しました。なお，再生エネルギーや省エネルギー

設備に関する補助は，設備機器仕様の想定が困難なため，現時点では含めてい

ません。 

 

【社会資本整備総合交付金】 

■都市再生整備計画事業（※１） 

市民活動支援・市民交流機能スペース分５００㎡を補助対象として算定 

９，０００万円（500 ㎡×40 万円/㎡×0.45） …………………① 

 

■住宅・建築物安全ストック形成事業 

現総合庁舎を耐震化した場合の工事費相当分の 1/3 を算定 

１９，４８０万円（12,000 ㎡×4.87 万円/㎡×1/3）………………② 
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第６章 想定される財源 

 

【消防防災施設整備費補助金】 

備蓄倉庫分 140 ㎡を算定。 

７６０万円（140 ㎡×16.3 万円/㎡×1/3）  ……………………③ 

 

※１ 現都市再生整備計画期間の平成 31 年度までに整備を終了する必要がある。 

 

上記から，現時点での国庫補助金は約３億円（①＋②＋③）と想定されます。 

 

（2）民間を活用した事業方式 

ア ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式  

庁舎完成後，速やかに施設所有権が市に移転されるため，国庫補助金が対象

になり，また，所有権移転時に建設事業費相当分の一部を基金から支払いする

ことが可能なことから，直接建設方式と同種同額の財源が想定されます。 

 
イ リース方式  

庁舎完成後も施設は民間が所有することから，国庫補助金の対象とはなりま

せん。 

また，建設費等の事業費は，リース料として分割で支払われることから，基

金の設置目的と相違があることから，基金から直接支出することは困難な可能

性があります。従って，当該事業方式の財源としては，一般財源を基本とする

ことが想定されます。 

 
ウ 市街地再開発事業  

市街地再開発事業に対する国庫補助金は，既存建築物の除却費や整備する建

物の共同施設が補助対象（補助率：国 1/3，地方公共団体 1/3）となり，事業

施行者に交付されます。 

事業手法として想定している第 1 種事業では，庁舎完成後に市が保留床を取

得することから，財源としては，起債と基金，一般財源を基本とすることが想

定されます。 
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第７章 建替プラン 

 
1 整備パターンの比較 

 

全ての機能を集約した規模（延べ床面積約３万７千㎡）の庁舎が建設可能か，

また，市民サービスの低下や利便性を損なわない範囲で，複数の建物による配置

が可能かという視点に立ち，各建設候補地での庁舎配置のシミュレーションを行

い，機能の集約状況等を示した整備パターンを整理しました。 

なお，民有地での整備パターンも含まれていますが，仮に，庁舎を配置した場

合を想定したものであり，敷地を取得する目途はついていません。 

 

（1）現庁舎周辺エリア   

第二庁舎の延べ床面積１０，７６０．５８㎡のうち，車庫棟と消防本部，南消

防署を除く６，２４７㎡を活用することを基本に，整備パターンを整理しました。 

 

ア 整備パターンＡ  

総合庁舎敷地（敷地面積１５，３２９㎡）に新庁舎（延べ床面積３１，５００

㎡）を整備し，第三庁舎を解体，駐車場とする整備パターン。 

第二庁舎には，管理・専門部門の一部や設計･施工・監理部門，その他の部門

を配置する想定です。 

来庁者駐車場（想定必要台数：３１３台）については，総合庁舎敷地及び第

三庁舎敷地，７条駐車場を活用することで，充足率は１００％を見込むことが

可能です。 

本整備パターンでは，工事期間中の仮設庁舎や議会開催場所の確保が課題です。 

 

イ 整備パターンＢ  

第三庁舎敷地（敷地面積７，６６１㎡）に新庁舎（延べ床面積３０，４５０

㎡）を整備するパターン。 

第二庁舎には，管理・専門部門の一部や設計･施工・監理部門を配置し，その

他の部門は，周辺の賃貸物件に配置する想定です。 

来庁者駐車場（想定必要台数：３１３台）については，総合庁舎敷地及び第

三庁舎敷地，７条駐車場を活用することで，充足率は１００％を見込むことが

可能です。 

本整備パターンでは，工事期間中の仮設庁舎の確保が課題です。 

 
ウ 整備パターンＣ  

第三庁舎敷地（敷地面積７，６６１㎡）に新庁舎（延べ床面積２５，７５０

㎡）を整備し，現総合庁舎を減築（３～９階の高層部分を解体し，１・２階を

補強改修）する整備パターン。 

減築した総合庁舎には，管理・専門部門を配置し，第二庁舎には，管理・専

門部門の一部や設計･施工・監理部門，その他部門を配置する想定です。 

来庁者駐車場（想定必要台数：３１３台）については，現総合庁舎の配置が

変わらず，総合庁舎敷地で確保できる駐車場が少ないものと想定したことから，

第三庁舎敷地，７条駐車場を活用しても充足率は約８０％となっています。 

本整備パターンでは，駐車場の確保と減築工事を含めた工事期間中の仮設庁

舎の確保が課題です。 
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現庁舎周辺エリア 

整備パターンＡ 

 

 

項目 総合庁舎 第二庁舎 

所在地 6 条通 9 丁目 ７条通 10 丁目 

土地所有者 旭川市 

敷地面積(㎡) 15,329 ５,763 

現在の状況 総合庁舎 第二庁舎 

地域地区 商業地域 

容積率 400％ 

建ぺい率 80％ 

防火指定 防火地域 

 高度地区 － 

日影規制 適用なし 

接
道
道
路
幅
員 

北側 － 10.90m  

東側 27.27m 20.00m 

南側 20.00m － 

西側 36.36m 27.27m 

最大延床面積(㎡) 61,316 － 

最大建築面積(㎡) 12,263 － 

区分 来庁者 313 台 公用車 172 台 ■想定面積（㎡） 

駐
車
場
設
置
台
数 

総合庁舎敷地 35 台 ― 延床面積 31,500 6,247 

第二庁舎敷地 ― 63 台 合計延床面積 37,747 

第三庁舎敷地 196 台 59 台 建築面積 4,500 － 

７条駐車場 82 台 50 台 階数（建物高さ） 7 階建(28.5ｍ) － 

新庁舎敷地 ― 駐車場面積 1,050 － 

合計/充足率 313 台 
/(100.0%) 

172 台 
/(100.0％) 緑地面積 9,779 － 

■必要面積（㎡） 

事務機能分(Ａ) 

窓口部門 16,499 16,499 - 

民間窓口連携部門 967 967 - 

企画･調整部門 3,453 3,453 - 

管理・専門部門 6,927 5,754 1,173 

設計・施工・監理部門 3,801 - 3,801 

その他の部門 774 - 774 

小計 32,421 26,673 5,748 

市議会機能分(Ｂ) 
市議会 1,907 1,907 - 

小計 1,907 1,907 - 

求められる 

機能分(Ｃ) 

市民活動・交流支援機能 500 500 - 

情報発信機能 90 90 - 

災害対応等機能 290 290 - 

小計 880 880 - 

民間窓口機能(Ｄ) 

社会福祉協議会 400 400 - 

商工会議所 1,400 1,400 - 

小計 1,800 1,800 - 

利便施設機能(Ｅ) 
金融機関等窓口 240 240 - 

小計 240 240 - 

合計 
 

37,248 
31,500 5,748 

 37,248 
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現庁舎エリア 

整備パターン B 

 項目 第三庁舎 第二庁舎 
周辺 

賃貸物件 

所在地 6 条通 10 丁目 ７条通１０丁目 

－ 

土地所有者 旭川市 

敷地面積 7,661 ㎡ ５,763 ㎡ 

現在の状況 第三庁舎 第二庁舎 

地域地区 商業地域 

容積率 400％ 

建ぺい率 80％ 

防火指定 防火地域 

 高度地区 － 

日影規制 適用なし 

接
道
道
路
幅
員 

北側 － 10.90m  

東側 － 20.00m 

南側 20.00m － 

西側 27.27m 27.27m 

最大延床面積(㎡) 30,644 － 

最大建築面積(㎡) 6,128 － 

区分 
来庁者 

313 台 

公用車 

172 台 
■想定面積（㎡） 

駐
車
場
設
置
台
数 

総合庁舎敷地 70 台 － 延床面積 30,450 6,247 774 

第二庁舎敷地 － 63 台 合計延床面積 37,471 

第三庁舎敷地 110 台 － 建築面積 4,350 

－ － 
７条駐車場 133 台 109 台 階数（建物高さ） 7 階建(28.5ｍ) 

新庁舎敷地 － － 駐車場面積 3,300 

合計/充足率 313 台
/100.0(%) 

172 台
/100.0(%) 

緑地面積 11 

■必要面積（㎡） 

事務機能分(Ａ) 

窓口部門 16,499 16,499 - - 

民間窓口連携部門 967 967 - - 

企画･調整部門 3,453 3,453 - - 

管理・専門部門 6,927 4,704 2,223 - 

設計・施工・監理部門 3,801 - 3,801 - 

その他の部門 774 - - 774 

小計 32,421 25,623 6,024 774 

市議会機能分(Ｂ) 
市議会 1,907 1,907 - - 

小計 1,907 1,907 - - 

求められる 

機能分(Ｃ) 

市民活動・交流支援機能 500 500 - - 

情報発信機能 90 90 - - 

災害対応等機能 290 290 - - 

小計 880 880 - - 

民間窓口 

機能(Ｄ) 

社会福祉協議会 400 400 - - 

商工会議所 1,400 1,400 - - 

小計 1,800 1,800 - - 

利便施設機能(Ｅ) 
金融機関等窓口 240 240 - - 

小計 240 240 - - 

合計 
 

37,248 
30,450 6,024 774 

 37,248 
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現庁舎周辺エリア 

整備パターン C 
 項目 第三庁舎 総合庁舎 第二庁舎 

所在地 6 条通10 丁目 6 条通 9 丁目 ７条通 10 丁目 

土地所有者 旭川市 

敷地面積 7,661 ㎡ 15,329 ㎡ ５,763 ㎡ 

現在の状況 第三庁舎 総合庁舎 第二庁舎 

地域地区 商業地域 

容積率 400％ 

建ぺい率 80％ 

 防火指定 防火地域 

高度地区 － 

日影規制 適用なし 

接
道
道
路
幅
員 

北側 － － 10.90m  

東側 － 27.27m 20.00m 

南側 20.00m 20.00m － 

西側 27.27m 36.36m 27.27m 

最大延床面積(㎡) 30,644 61,316 － 

最大建築面積(㎡) 6,128 12,263 － 

区分 
来庁者 

313 台 

公用車 

172 台 
■想定面積（㎡） 

駐
車
場
設
置
台
数 

総合庁舎敷地 35 台 － 延床面積 25,750 6,140 6,247 

第二庁舎敷地 － 63 台 合計延床面積 37,252 

第三庁舎敷地 83 台 － 建築面積 5,150 3,361 

－ 
７条駐車場 133 台 109 台 階数（建物高さ） 5 階建(20.5ｍ) 2 階建(7.95ｍ) 

新庁舎敷地 － － 駐車場面積 2,490 1,050 

合計/充足率 251 台
/80.2(%) 

172 台
/100.0(%) 

緑地面積 21 10,918 

■必要面積（㎡） 

事務機能分(Ａ) 

窓口部門 16,499 16,499 - - 

民間窓口連携部門 967 967 - - 

企画･調整部門 3,453 3,453 - - 

管理・専門部門 6,927 - 5,255 1,672 

設計・施工・監理部門 3,801 - - 3,801 

その他の部門 774 - - 774 

小計 32,421 20,919 5,255 6,247 

市議会機能分(Ｂ) 
市議会 1,907 1,907 - - 

小計 1,907 1,907 - - 

求められる 

機能分(Ｃ) 

市民活動・交流支援機能 500 500 - - 

情報発信機能 90 90 - - 

災害対応等機能 290 290 - - 

小計 880 880 - - 

民間窓口機能(Ｄ) 

社会福祉協議会 400 400 - - 

商工会議所 1,400 1,400 - - 

小計 1,800 1,800 - - 

利便施設機能(Ｅ) 
金融機関等窓口 240 240 - - 

小計 240 240 - - 

合計 
 

37,248 
25,746 5,255 6,247 

 37,248 
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（2）買物公園エリア  

 

ア 整備パターンＡ  

旧須貝ビル敷地（敷地面積３，８２８㎡）に新庁舎（延べ床面積２２，９６０

㎡）を整備するパターン。 

新庁舎には，窓口部門の集約が可能ですが，第二庁舎に企画・調整部門や管

理・専門部門の一部を配置し，更に，管理・専門部門の一部，設計･施工・監理

部門，その他の部門を周辺賃貸物件に配置する想定です。 

来庁者駐車場（想定必要台数：３１３台）については，新庁舎敷地だけでは

３０台程度しか確保できず，充足率は９．６％にとどまります。 

本整備パターンは，工事期間中の仮設庁舎等を必要としませんが，駐車場の

確保のほか，周辺賃貸物件（約８千㎡）の確保や行政事務機能の分散化が課題

です。 

なお，買物公園通り沿いの１街区全体（敷地面積５，３５５㎡）を対象とし

て，庁舎を整備した場合には，延べ床面積が３２，０００㎡の建物となり，管

理・専門部門の一部や設計･施工・監理部門，その他の部門を第二庁舎又は，周

辺賃貸物件に配置することになりますが，一定の集約が可能になります。 

しかしながら，来庁者駐車場については，上記同様，新庁舎敷地だけでは十

分な台数が確保できない課題があります。 
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買物公園エリア 

整備パターンＡ 

  

項目 新庁舎 第二庁舎 
周辺 

賃貸物件 

所在地 6 条通 7 丁目 ７条通１０丁目 

－ 

土地所有者 民間 旭川市 

敷地面積 3,828 ㎡ ５,763 ㎡ 

現在の状況 駐車場 第二庁舎 

地域地区 商業地域 商業地域 

容積率 600％ 400％ 

建ぺい率 80％ 80％ 

防火指定 防火地域 防火地域 

 高度地区 － － 

日影規制 適用なし 適用なし 

接
道
道
路
幅
員 

北側 20.00m 10.90m  

東側 20.00m 20.00m 

南側 10.90m － 

西側 － 27.27m 

最大延床面積(㎡) 22,968 － 

最大建築面積(㎡) 3,062 － 

区分 
来庁者

313 台 

公用車

172 台 
■想定面積（㎡） 

駐
車
場
設
置
台
数 

総合庁舎敷地 － 延床面積 22,960 6,247 8,041 

第二庁舎敷地 － 63 台 合計延床面積 37,248 

第三庁舎敷地 － 109 台 建築面積 2,870 

－ － 
７条駐車場 － 階数（建物高さ） 8 階建(32.5ｍ) 

新庁舎敷地 30 台 － 駐車場面積 900 

合計/充足率 30 台
/9.6(%) 

172 台
/100.0(%) 

緑地面積 58 

■必要面積（㎡） 

事務機能分(Ａ) 

窓口部門 16,499 16,499 - - 

民間窓口連携部門 967 967 - - 

企画･調整部門 3,453 667 2,786 - 

管理・専門部門 6,927 - 3,461 3,466 

設計・施工・監理部門 3,801 - - 3,801 

その他の部門 774 - - 774 

小計 32,421 18,133 6,247 8,041 

市議会機能分(Ｂ) 
市議会 1,907 1,907 - - 

小計 1,907 1,907 - - 

求められる 

機能分(Ｃ) 

市民活動・交流支援機能 500 500 - - 

情報発信機能 90 90 - - 

災害対応等機能 290 290 - - 

小計 880 880 - - 

民間窓口機能(Ｄ) 

社会福祉協議会 400 400 - - 

商工会議所 1,400 1,400 - - 

小計 1,800 1,800 - - 

利便施設機能(Ｅ) 
金融機関等窓口 240 240 - - 

小計 240 240 - - 

合計 
 

37,248 
22,960 6,247 8,041 

 37,248 
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（3）北彩都エリア  

 

ア 整備パターンＡ  

１４・１５街区は，二つの区画に分かれているため，複数の庁舎（１４街区：

延べ床面積１２，０００㎡，１５街区：延べ床面積２５，２５０㎡）を整備す

るパターン。 

１５街区に窓口部門や企画・調整部門，管理・専門部門一部を配置し，１４

街区には，管理・専門部門の一部，設計･施工・監理部門，その他の部門等を配

置する想定です。 

来庁者駐車場（想定必要台数：３１３台）については，新庁舎敷地だけでは

３３台程度しか確保できず，充足率は１０．５％にとどまります。 

本整備パターンは，工事期間中の仮設庁舎等を必要としませんが，駐車場の

確保が課題です。 
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北彩都エリア 

整備パターン A 
 
 

項目 14 街区 15 街区 

所在地 宮下通 11 丁目 宮下通 12 丁目 

土地所有者 旭川市 

敷地面積(㎡) 3,000 ㎡ 7,700 ㎡ 

現在の状況 空地 

地域地区 商業地域 

容積率 400％ 

建ぺい率 80％ 

 防火指定 準防火地域 

高度地区 － 

日影規制 適用なし 

接
道
道
路
幅
員 

北側 20.00m  

東側 27.00m 

南側 16.00m 

西側 20.00m 

最大延床面積(㎡) 12,000 30,800 

最大建築面積(㎡) 2,400 6,160 

区分 来庁者313台 公用車 172 台 ■想定面積（㎡） 

駐
車
場
設
置
台
数 

総合庁舎敷地 ― 延床面積 12,000 25,250 

第二庁舎敷地 ― 合計延床面積 37,250 

第三庁舎敷地 ― 建築面積 2,000 5,050 

７条駐車場 ― 階数（建物高さ） 6 階建(24.5ｍ) 5 階建(20.5ｍ) 

新庁舎敷地 33 台 88 台 駐車場面積 990 2,640 

合計/充足率 33 台 
/(10.5%) 

88 台 
/(51.2％) 

緑地面積 10 10 

■必要面積（㎡） 

事務機能分(Ａ) 

窓口部門 16,499 - 16,499 

民間窓口連携部門 967 645 322 

企画･調整部門 3,453 - 3,453 

管理・専門部門 6,927 5,380 1,547 

設計・施工・監理部門 3,801 3,801 - 

その他の部門 774 774 - 

小計 32,421 10,600 21,821 

市議会機能分(Ｂ) 
市議会 1,907 - 1,907 

小計 1,907 - 1,907 

求められる 

機能分(Ｃ) 

市民活動・交流支援機能 500 - 500 

情報発信機能 90 - 90 

災害対応等機能 290 - 290 

小計 880 - 880 

民間窓口機能(Ｄ) 

社会福祉協議会 400 - 400 

商工会議所 1,400 1,400 - 

小計 1,800 1,400 400 

利便施設機能(Ｅ) 
金融機関等窓口 240 - 240 

小計 240 - 240 

合計 
 

37,248 
12,000 25,248 

 37,248 

  

48 

 



 
第７章 建替プラン 

 
2 事業手法別概算事業費の比較 

 

建設候補地ごとの整備パターンにおいて，直接建設方式やＰＦＩ方式，リース

方式，買物公園エリア整備パターンでは市街地再開発事業も含め，概算事業費を

試算しました。 

概算事業費は，整備費用と２０年間の維持管理費用（賃借料含む。）について

試算したものです。（起債や民間資金調達による利息等は含まれていません。） 

試算した概算事業費は，現時点での目安であり，具体的な事業費については，

今後の庁舎整備の検討を踏まえ，再度，精査検討する必要があります。 

 

（１） 概算事業費積算に係る諸条件 

概算事業費の積算に当たり，諸条件を次のとおり整理しました。 

なお，これらの諸条件は，類似した整備事例などから設定したものであり，Ｐ

ＦＩ方式やリース方式は，民間ノウハウが発揮される余地や収益的な要素，競

争性などの要因により，民間施行のコスト削減率は大きく影響受けることから，

類似した整備事例などから削減率を想定しています。 

 

■【整備費用（イニシャルコスト）】  

共通項目 

①建物整備単価 

延床面積×４０．０万円/㎡ 

全国類似規模市庁舎建設事例より算出 

近年の物価・労務費の上昇を考慮しています

が，今後，更に上昇する可能性があります 

(免震・制震工事費用は含まず。) 

②設計・工事監理費 
建物整備費の５％ 

（設計費３.３%，監理費１.７%） 

③外構等整備費 ３．０万円/㎡ 

④解体撤去費用 
３．７万円/㎡ 

民間事業者へのヒアリング調査結果等による 

⑤仮設庁舎費用 

１０．０万円/㎡ 

（基礎・撤去費用込み） 

民間事業者へのヒアリング調査結果等による 

⑥民間施行コスト削

減率 

①～⑤の合計×５％ 

全国類似規模市庁舎建設事例より算出 

⑦移転補償費 
建物・土地の価値を評価 

営業補償は含まず。 

直接建設方式 ⑧補償物件調査費 土地建物の従前資産評価費など 

市街地 

再開発事業 
⑨調査設計計画費 

基本設計費・敷地設計費，公共施設設計費 

資金計画作成費，地盤調査費，建築設計費 

権利変換計画作成費 

ＰＦＩ方式 
⑩アドバイザリー費

用等 

２,０００万円 

全国類似規模市庁舎建設事例より算出 

 

□上記に含まれていないもの 

・什器，備品類購入費用 

・執務室等移転費用  
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■【２０年間の維持管理費用（ランニングコスト）】 
 

共通項目 運用管理費用 

平成１７年発行「建築物のライフサイクルコ

スト」（監修/国土交通省大臣官房官庁営繕

部）より算出 

保全費 

修繕費 

改善費 

運用費 

一般管理費 

運用支援費 

ＰＦＩ方式 ①PFI 方式削減率 
運用管理費用の５％削減を見込む 

全国類似規模市庁舎建設事例より算出 

リース方式 ②リース方式削減率 
運用管理費用の２．５％削減を見込む 

全国類似規模市庁舎建設事例より算出 

周辺賃貸物件 
③民間ビル賃料 

（共益費込） 

現在の建設候補地周辺の民間ビル賃料(共益

費込)を基に算出 

年額２．８８万円/㎡（坪単価約８千円/月） 

第二庁舎 ④第二庁舎賃貸料 

直近の第二庁舎賃貸料を基に使用面積によ

り算出 

年額０．８８万円/㎡ 
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現庁舎周辺エリア 

整備パターンＡ 

 項目 総合庁舎 第二庁舎 

所在地 6 条通 9 丁目 ７条通１０丁目 

敷地面積 15,329 ㎡ ５,763 ㎡ 

用途地域 商業地域 商業地域 

容積率 400％ 400％ 

建ぺい率 80％ 80％ 

概

算

事

業

費 

事業手法 区分 
整備費 

(億円) 

維持管理費(20 年間)(億円) 合計 

賃貸料 維持管理費 小計 (億円) 

直接建設方式 

新庁舎 149.4 ‐ 82.4 82.4 231.8 

第二庁舎 0.0 11.0 16.3 27.3 27.3 

合計 149.4 11.0 98.7 109.7 259.1 

ＰＦＩ方式 

新庁舎 142.1 ‐ 78.3 78.3 220.4 

第二庁舎 0.0 11.0 16.3 27.3 27.3 

合計 142.1 11.0 94.6 105.6 247.7 

リース方式 

新庁舎 141.9 ‐ 80.3 80.3 222.2 

第二庁舎 0.0 11.0 16.3 27.3 27.3 

合計 141.9 11.0 96.6 107.6 249.5 

整備パターン B 

 

項目 総合庁舎 第二庁舎 周辺賃貸物件 

所在地 6 条通 10 丁目 7 条通 10 丁目 

- 

敷地面積 7,661 ㎡ 5,763 ㎡ 

用途地域 商業地域 商業地域 

容積率 400％ 400％ 

建ぺい率 80％ 80％ 

概

算

事

業

費 

事業手法 区分 
整備費 

(億円) 

維持管理費(20 年間)(億円) 合計 

賃貸料 維持管理費 小計 (億円) 

直接建設方式 

第三庁舎 137.1  ‐ 79.7 79.7 216.8  

第二庁舎 0.0  11.0 16.3 27.3 27.3  

周辺賃貸物件 0.0  ‐ 4.5 4.5 4.5  

合計 137.1  11.0 100.5 111.5 248.6  

ＰＦＩ方式 

第三庁舎 130.4  ‐ 75.7 75.7 206.1  

第二庁舎 0.0  11.0 16.3 27.3 27.3  

周辺賃貸物件 0.0  ‐ 4.5 4.5 4.5  

合計 130.4  11.0 96.5 107.5 237.9  

リース方式 

第三庁舎 130.2  ‐ 77.7 77.7 207.9  

第二庁舎 0.0  11.0 16.3 27.3 27.3  

周辺賃貸物件 0.0  ‐ 4.5 4.5 4.5  

合計 130.2  11.0 98.5 109.5 239.7  
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現庁舎周辺エリア 

整備パターン C 

 
項目 第三庁舎敷地 

総合庁舎敷地 

(１･２階) 
第二庁舎敷地 

所在地 6 条通 10 丁目 6 条通 9 丁目 7 条通 10 丁目 

敷地面積 7,661 ㎡ 15,329 ㎡ 5,763 ㎡ 

用途地域 商業地域 商業地域 商業地域 

容積率 400％ 400％ 400％ 

建ぺい率 80％ 80％ 80％ 

概

算

事

業

費 

事業手法 区分 
整備費 

(億円) 

維持管理費(20 年間)(億円) 合計 

賃貸料 維持管理費 小計 (億円) 

直接建設方式 

第三庁舎 117.1  ‐ 67.4  67.4  184.5  

総合庁舎（1 階・2 階） 23.5  ‐ 13.8  13.8  37.3  

第二庁舎 0.0  11.0  16.3  27.3  27.3  

合計 140.6  11.0  97.5  108.5  249.1  

ＰＦＩ方式 

第三庁舎 111.4  ‐ 64.0  64.0  175.4  

総合庁舎（1 階・2 階） 23.5  ‐ 13.8  13.8  37.3  

第二庁舎 0.0  11.0  16.3  27.3  27.3  

合計 134.9  11.0  94.1  105.1  240.0  

リース方式 

第三庁舎 111.2  ‐ 65.7  65.7  176.9  

総合庁舎（1 階・2 階） 23.5  ‐ 13.8  13.8  37.3  

第二庁舎 0.0  11.0  16.3  27.3  27.3  

合計 134.7  11.0  95.8  106.8  241.5  
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買物公園エリア 

整備パターン A 

 

項目 新庁舎 第二庁舎敷地 周辺賃貸物件 

所在地 6 条通 7 丁目 7 条通 10 丁目 

- 

敷地面積 3,828 ㎡ 5,763 ㎡ 

用途地域 商業地域 商業地域 

容積率 600％ 400％ 

建ぺい率 80％ 80％ 

概

算

事

業

費 

事業手法 区分 
整備費 

(億円) 

維持管理費(20 年間)(億円) 合計 

賃貸料 維持管理費 小計 (億円) 

直接建設方式 

新庁舎 99.1  ‐ 60.1  60.1  159.2  

第二庁舎 0.0  11.0  16.3  27.3  27.3  

周辺賃貸物件 0.0  ‐ 46.3  46.3  46.3  

合計 99.1  11.0  122.7  133.7  232.8  

ＰＦＩ方式 

新庁舎 94.5  ‐ 57.1  57.1  151.6  

第二庁舎 0.0  11.0  16.3  27.3  27.3  

周辺賃貸物件 0.0  ‐ 46.3  46.3  46.3  

合計 94.5  11.0  119.7  130.7  225.2  

リース方式 

新庁舎 94.3  ‐ 58.6  58.6  152.9  

第二庁舎 0.0  11.0  16.3  27.3  27.3  

周辺賃貸物件 0.0  ‐ 46.3  46.3  46.3  

合計 94.3  11.0  121.2  132.2  226.5  

市街地再開発 

新庁舎 96.9  ‐ 60.1  60.1  157.0  

第二庁舎 0.0  11.0  16.3  27.3  27.3  

周辺賃貸物件 0.0  ‐ 46.3  46.3  46.3  

合計 96.9  11.0  122.7  133.7  230.6  
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第７章 建替プラン 

 

 
 
 
 
 

北彩都エリア 

整備パターン A 

 
項目 14 街区 15 街区 

所在地 宮下通 11 丁目 宮下通 12 丁目 

敷地面積 3,000 ㎡ 7,700 ㎡ 

用途地域 商業地域 

容積率 400％ 

建ぺい率 80％ 

概

算

事

業

費 

事業手法 区分 
整備費 

(億円) 

維持管理費(20 年間)(億円) 合計 

賃貸料 維持管理費 小計 (億円) 

直接建設方式 

14 街区 50.7  ‐ 31.4  31.4  82.1  

15 街区 106.9  ‐ 66.1  66.1  173.0  

合計  157.6 0.0  97.5  97.5  255.1 

ＰＦＩ方式 

14 街区 48.4 ‐ 29.8  29.8 78.2 

15 街区 101.8 ‐ 62.8 62.8 164.6 

合計 150.2 0.0 92.6 92.6 242.8 

リース方式 

14 街区   48.2 ‐  30.6  30.6  78.8 

15 街区 101.6  ‐ 64.4  64.4  166.0  

合計 149.8  0.0 95.0  95.0  244.8  
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第８章 今後の総合庁舎について  

 

第 7 章の整備パターンには，現総合庁舎の解体を伴うものも含めていますが，

建築から５０年以上の長きにわたり，本市行政の中心として親しまれてきた現総

合庁舎の保存や利活用を求める市民意見もあります。 

現総合庁舎は，日本を代表する建築家の一人である佐藤武夫氏の設計によるも

ので，一般社団法人日本建築学会の作品賞を受賞しているほか，現存する近代建

築として，国際機関の DOCOMOMO（注１）にも選定されています。 

他都市での庁舎建替の事例の中には，歴史的，建築的価値があるとされる旧庁

舎の解体が非常に大きな問題となった事例もあります。 

必要な耐震性が確保されていない現総合庁舎を保存するには，工法にもよりま

すが，耐震改修費用として約１３億円が必要との試算もあり，その他に，利活用

方法に即した設備等の改修費も必要となります。 

こうした課題に対しては，現総合庁舎の歴史的な建築物としての価値について，

客観的な評価を外部有識者に求めることや，幅広く市民の意見を把握するなど，

今後の庁舎整備に向けた取組を進める中で，更に，検討を深めていく必要があり

ます。 

 

 

注１ DOCOMOMO（ドコモモ） 

２０世紀の建築における重要な潮流であったモダン・ムーブメントの歴史的・

文化的重要性を認識し，その成果を記録するとともに，それにかかわる現存建物・

環境の保存を訴えるために，１９８８年に設立された国際学術組織。 
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第９章 今後の検討スケジュール  

 

平成２６年度は，庁舎に求められる機能や役割，庁舎の規模，建替場所，事業

手法などの課題について庁内で検討を進め，本資料を作成したところです。 

平成２７年度は，本資料に基づき，市内各団体との意見交換や幅広く市民意見

をお聞きするタウンミーティングなどの実施を予定しており，また，それらの市

民意見を踏まえ，学識経験者や市内各団体の推薦者，公募市民により構成される

庁舎整備検討審議会において検討を行うなど，基本構想の策定に向けた取組を進

めることを予定しています。 

 

■【平成２７年度の検討スケジュール】 
 

平成 27 年度 ４月 
 
 
 
 
 
８月 
 
 
 
 

 
１月 
 
 
 
 
 
２月 
 
 
 
３月 
 
 
 
 

平成 28 年度 ４月 
 
 
 
 
 

 

  

市内各団体との 

意見交換 

タウンミーティング 

庁
舎
整
備
検
討
審
議
会 

パブリックコメント 

基本構想案の答申 

基本構想策定 

基本計画検討 
（Ｈ28 年度末の策定を想定） 

庁舎の機能や役割，規
模，建設場所など，庁
舎整備の基本的な考
え方を示します。 

設計に反映させる具
体的な考え方を示し
ます。 

タウンミーティングな
どの市民意見を踏ま
え，基本構想案につい
て検討します。 
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